
入院日数の要件④（ ５日型）（ 20日型）
事　 例
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【 ５日型】昭和62年４ 月２日以降の契約に付加されている「 災害入院特約」「 フコク健康特約」

※「 １回の入院」については、9ページをご参照く ださい。

災害入院給付金

支払事由 不慮の事故で継続５日以上入院したとき

支払額
１回の入院につき、

（ 災害入院給付金日額）×（ 入院日数―入院開始日からその日を含めての４日）

疾病入院給付金

支払事由 病気で継続５日以上入院したとき

支払額
１回の入院につき、

（ 疾病入院給付金日額）×（ 入院日数―入院開始日からその日を含めての４日）

※「 １回の入院」については、9ページをご参照く ださい。

災害入院給付金
支払事由 不慮の事故で５日以上入院したとき

支払額 １回の入院につき、災害入院給付金日額×入院日数

疾病入院給付金
支払事由 病気で継続20日以上入院したとき

支払額 １回の入院につき、疾病入院給付金日額×入院日数

お支払いする場合 お支払いできない場合

４ 月1日から４ 日まで「 肺炎」 で入院され

たとき

《 ５日型の特約を付加されている場合》

４ 月1日から８日まで「 胃がん」 で入院され

たとき

継続した５日以上の入院であるため、 疾病

入院給付金のお支払対象となります。

ただし、 最初の４日間は免責期間にあたる

ため、 ５ 日目から８ 日目までの４ 日分につ

いて疾病入院給付金をお支払いします。

継続した５日以上の入院でないため、疾病

入院給付金はお支払いできません。

免責期間 お支払対象

入院期間： 8日間

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目

免責期間

入院期間： 4日間

1日目 2日目 3日目 4日目

【 20日型】昭和62年４月１日以前の契約に付加されている「 災害入院特約」「 フコク健康特約」
（ 昭和52年8月1日以前の特約につきましては、担当のお客さまアド バイザー、弊社お客さまセンター、または最寄りの支社へご

照会く ださい。）
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